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規 則 

 

江東区児童福祉法施行細則の一部を改正する規

則を公布する。 

 令和５年５月１０日 

      江東区長  木 村 弥 生 

◎江東区規則第４３号 

   江東区児童福祉法施行細則の一部を改正す

る規則 

江東区児童福祉法施行細則（平成１５年４月江

東区規則第３３号）の一部を次のように改正する。 

第１７条第１項第２号中「４０万８，０００

円」を「４８万８，０００円」に改める。 

   附 則 

この規則は、公布の日から施行し、改正後の江

東区児童福祉法施行細則の規定は、令和５年４月

１日から適用する。 

                    

江東区特別区税条例施行規則の一部を改正する

規則を公布する。 

 令和５年５月１０日 

      江東区長  木 村 弥 生 

◎江東区規則第４４号 

   江東区特別区税条例施行規則の一部を改正

する規則 

江東区特別区税条例施行規則（昭和４０年３月

江東区規則第１４号）の一部を次のように改正す

る。 

 別記第１４号様式を次のように改める。 
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別記第１４号様式（第１２条関係） 
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 別記第１７号様式を次のように改める。  
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別記第１７号様式（第１４条関係） 
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附 則 

（施行期日） 

１ この規則は、公布の日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則の施行の際、この規則による改正前

の江東区特別区税条例施行規則の別記様式によ

る用紙で、現に残存するものは、所要の修正を

加え、なお使用することができる。 

                    

江東区長の職務代理順序に関する規則を廃止す

る規則を公布する。 

 令和５年５月２６日 

      江東区長  木 村 弥 生 

◎江東区規則第４５号 

   江東区長の職務代理順序に関する規則を廃

止する規則 

江東区長の職務代理順序に関する規則（令和２

年４月江東区規則第４９号）は、廃止する。 

附 則 

この規則は、公布の日から施行する。 

                    

江東区国民健康保険条例の一部を改正する条例

附則第２項に規定する規則で定める日を定める規

則の一部を改正する規則を公布する。 

  令和５年５月３０日 

       江東区長  木 村 弥 生 

◎江東区規則第４６号 

   江東区国民健康保険条例の一部を改正する

条例附則第２項に規定する規則で定める日

を定める規則の一部を改正する規則 

 江東区国民健康保険条例の一部を改正する条例

附則第２項に規定する規則で定める日を定める規

則（令和２年９月江東区規則第６８号）の一部を

次のように改正する。 

 本則中「令和５年５月７日」を「新型コロナウ

イルス感染症（病原体がベータコロナウイルス属

のコロナウイルス（令和２年１月に、中華人民共

和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能

力を有することが新たに報告されたものに限

る。）である感染症をいう。以下同じ。）が感染

症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する

法律（平成１０年法律第１１４号）第６条第７項

に規定する新型インフルエンザ等感染症である期

間の最終日までに新型コロナウイルス感染症に感

染（発熱等の症状があり新型コロナウイルス感染

症の感染が疑われる場合を含む。）した者が、そ

の療養のため労務に服することができなくなった

日から起算して３日を経過した日以後、労務につ

くことを予定していた日のうち最初の日」に改め

る。 

   附 則 

 この規則は、公布の日から施行し、改正後の江

東区国民健康保険条例の一部を改正する条例附則

第２項に規定する規則で定める日を定める規則の

一部を改正する規則の規定は、令和５年５月８日

から適用する。 
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訓 令 

 

◎江東区訓令甲第８号 

庁 中 一 般    

事  業  所    

 江東区福祉事務所処務規程（平成５年９月江東

区訓令甲第３２号）の一部を次のように改正する。 

  令和５年５月２４日 

江東区長  木 村 弥 生 

 第２条の表中 

「こども家庭支援課 

  養育支援係  」 

を 

「養育支援課 

  庶務係 

養育支援係  」 

に改める。 

第３条の表中「こども家庭支援課」を「養育支

援課」に改める。 

第４条第１項の表こども家庭支援課の項中「こ

ども家庭支援課長」を「養育支援課長」に、「こ

ども家庭支援課（以下「こども家庭支援課」を

「養育支援課（以下「養育支援課」に改め、同表

係長の項及びその他必要な職員の項中「こども家

庭支援課」を「養育支援課」に改める。 

   附 則 

 この規程は、令達の日から施行し、改正後の江

東区福祉事務所処務規程の規定は、令和５年４月

１日から適用する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

告         示 

 

◎江東区告示第１５５号 

介護保険法第７８条の２第１項の規定により指

定地域密着型サービス事業者を指定したので、同

法第７８条の１１の規定に基づき、下記のとおり

告示する。 

令和５年５月８日 

  江東区長  木 村 弥 生   

記 

１ 介護保険事業所番号 

  １３９０８００６５２ 

２ 事業所の名称及び所在地 

  あづま家デイサービス亀戸 

東京都江東区亀戸７‐６２‐５ エバーグ

リーンパレス大島１０１ 

３ 事業者の名称、所在地及び代表者 

  有限会社川内鉄工工業 

   東京都江東区亀戸７‐５１‐６‐６０７号 

代表取締役 和田 龍吉 

４ 指定年月日 

令和５年５月１日 

５ サービスの種類 

地域密着型通所介護 

                    

◎江東区告示第１５６号 

介護保険法第７８条の２第１項の規定により指

定地域密着型サービス事業者を指定したので、同

法第７８条の１１の規定に基づき、下記のとおり

告示する。 

  令和５年５月８日 

江東区長  木 村 弥 生  

記 

１ 介護保険事業所番号  

  １３９０８００６６０ 

２ 事業所の名称及び所在地 

  いちばん星のいえ 

   東京都江東区常盤２‐１２‐５ 

３ 事業者の名称、所在地及び代表者 

  株式会社こだま 

   東京都江東区森下２‐１７‐７さくらマン

ション２Ａ 

代表取締役 宮川 美葉 

４ 指定年月日 

令和５年５月１日 

５ サービスの種類 

認知症対応型通所介護 
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◎江東区告示第１５７号 

介護保険法第７８条の５第２項の規定により指

定地域密着型サービス事業者から事業の廃止の届

出があったので、同法第７８条の１１の規定に基

づき、下記のとおり告示する。 

  令和５年５月８日 

江東区長  木 村 弥 生    

記 

１ 介護保険事業所番号 

１３９０８００６３７ 

２ 事業所の名称及び所在地 

いちばん星のいえ 

東京都江東区常盤２‐１２‐５ 

３ 事業者の名称、所在地及び代表者 

株式会社こだま 

東京都江東区森下２‐１７‐７さくらマン

ション２Ａ 

代表取締役 宮川 美葉 

４ 廃止年月日 

令和５年４月３０日 

５ サービスの種類 

地域密着型通所介護 

                    

◎江東区告示第１５８号 

介護保険法第８２条第２項の規定により指定居

宅介護支援事業者から事業の廃止の届出があった

ので、同法第８５条の規定に基づき、下記のとお

り告示する。 

令和５年５月８日 

  江東区長  木 村 弥 生   

記 

１ 介護保険事業所番号  

  １３７０８０１５３０ 

２ 事業所の名称及び所在地 

有限会社千尋介護センター 

東京都江東区常盤１‐８‐４ 

３ 事業者の名称、所在地及び代表者 

  有限会社千尋介護センター 

東京都江東区常盤１‐８‐４ 

代表取締役 山根 さく子 

４ 廃止年月日 

令和４年９月３０日 

５ サービスの種類 

居宅介護支援 

                    

◎江東区告示第１６０号 

介護保険法第８２条第２項の規定により指定居

宅介護支援事業者から事業の廃止の届出があった

ので、同法第８５条の規定に基づき、下記のとお

り告示する。 

令和５年５月９日 

江東区長  木 村 弥 生 

記 

１ 介護保険事業所番号  

  １３７０８０６７４５ 

２ 事業所の名称及び所在地 

ケアステーションいちばん星平野 

東京都江東区平野２‐３‐１０ 

３ 事業者の名称、所在地及び代表者 

  株式会社こだま 

東京都江東区森下２‐１７‐７さくらマン

ション２Ａ 

代表取締役 宮川 美葉 

４ 廃止年月日 

令和５年５月８日 

５ サービスの種類 

居宅介護支援 

                    

◎江東区告示第１６１号 

 道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条

第１項の規定に基づき、特別区道の区域を下記の

ように変更する。 

 なお、その関係図面は、令和５年５月１０日か

ら２週間、本区土木部において一般の縦覧に供す

る。 

令和５年５月１０日 

 江東区長  木 村 弥 生 

記 

整理

番号 
路線名 変更の区間 

変更前の敷

地の幅員 

変更後の敷

地の幅員 

１ 
江 ６ ２

５号 

江東区有明一丁目

７ 番 ４ 先 か ら 

江東区有明一丁目

７番２６先まで 

次図表示の

とおり 

次図表示の

とおり 
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◎江東区告示第１６２号 

道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条

第２項の規定に基づき、下記の特別区道の供用を

開始する。 

 なお、その関係図面は、令和５年５月１０日か

ら２週間、本区土木部において一般の縦覧に供す

る。 

令和５年５月１０日 

 江東区長  木 村 弥 生 

記 
整理

番号 
路線名 供用開始の区間 備考 

１ 
江 ６ ２

５号 

江東区有明一丁目

７ 番 ４ 先 か ら 

江東区有明一丁目

７番２６先まで 

次図表示の

とおり 
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◎江東区告示第１６３号 

江東区自転車の放置防止及び自転車駐車場の整

備に関する条例（昭和６０年１０月江東区条例第

２８号）第１５条第２項及び第２３条第２項の規

定により保管した自転車で利用者等の確認ができ

ないものについて、別紙のとおり告示する。 

なお、この告示のときから１か月を経過しても

当該自転車を返還することができない場合は、同

条例第１５条第３項及び第２３条第２項の規定に

より、当該自転車を処分する。 

令和５年５月１０日 

 江東区長  木 村 弥 生   

〔別紙省略〕 

                    

◎江東区告示第１６４号 

介護保険法第７８条の５第２項の規定により指

定地域密着型サービス事業者から事業の廃止の届

出があったので、同法第７８条の１１の規定に基

づき、下記のとおり告示する。 

令和５年５月１１日 

  江東区長  木 村 弥 生   

記 

１ 介護保険事業所番号 

１３７２２０５８４７ 

２ 事業所の名称及び所在地 

デイサービス ソラスト葛飾 

東京都葛飾区東堀切３‐１７‐６ オーク

レスト東堀切 

３ 事業者の名称、所在地及び代表者 

株式会社ソラスト 

東京都港区港南１‐７‐１８ 

代表取締役 藤河 芳一 

４ 廃止年月日 

令和４年３月９日 

５ サービスの種類 

地域密着型通所介護 

                    

◎江東区告示第１６５号 

下記の者に係る住民基本台帳法（昭和４２年法

律第８１号）第２２条の規定による転入届は虚偽

の届出によるものと判明したので、転入届を取り

消し、下記のとおり住民票の写しを無効とする。 

  令和５年５月１１日 

江東区長  木 村 弥 生 

記 

１ 事件本人 

(1) 住   所  東京都江東区亀戸１丁目３

５番１‐７０１号 

(2) 氏   名  渡部 博己 

(3) 生 年 月 日  昭和３１年１１月８日 

(1) 住   所  東京都江東区亀戸１丁目３

５番１‐７０１号 

(2) 氏   名  渡部 信子  

(3) 生 年 月 日  昭和３６年７月２日 

２ 無効とする証明書等 

住民票の写し（発行年月日 令和５年２月１

３日 計３通） 

                   

◎江東区告示第１６９号 

介護保険法第７８条の５第２項の規定により指

定地域密着型サービス事業者から事業の廃止の届

出があったので、同法第７８条の１１の規定に基

づき、下記のとおり告示する。 

令和５年５月１６日 

江東区長  木 村 弥 生 

記 

１ 介護保険事業所番号 

１３７０７０３６４５ 

２ 事業所の名称及び所在地 

デイサービス花咲 

東京都墨田区太平２‐１４‐１２ 神山ビ

ル１階 

３ 事業者の名称、所在地及び代表者 

株式会社シリウス 

東京都墨田区太平２‐１４‐１２ 神山ビ

ル１階 

代表取締役 上河 啓介 

４ 廃止年月日 

令和４年９月３０日 

５ サービスの種類 

地域密着型通所介護 

                    

◎江東区告示第１７１号 

 下記事件につき、令和５年第１回江東区議会臨

時会を５月２４日に招集する。 

令和５年５月１７日 

  江東区長  木 村 弥 生 

記 

１ 議長選挙 

２ 副議長選挙 

３ 常任委員会委員の選任について 

４ 議会運営委員会委員の選任について 

５ 特別委員会の設置について 

６ 江東区監査委員選任同意方について 
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７ 専決処分した事件の報告及び承認について 

                    

◎江東区告示第１７３号 

江東区環境学習情報館条例（平成１８年１２月

江東区条例第５４号）第６条第２項の規定に基づ

き、下記のとおり休館する。 

令和５年５月１９日 

  江東区長  木 村 弥 生   

記 

１ 休館する施設 
名  称 位  置 

江東区環境学習情報館 江東区潮見一丁目２９

番７号 

２ 休館日 

  令和５年６月３日（土） 

３ 理由 

  環境フェア開催準備のため 

                    

◎ 江東区告示第１７６号 

 江東区自転車の放置防止及び自転車駐車場の整

備に関する条例（昭和６０年１０月江東区条例第

２８号）第１５条第２項及び第２３条第２項の規

定により保管した自転車で利用者等の確認ができ

ないものについて、別紙のとおり告示する。 

なお、この告示のときから１か月を経過しても

当該自転車を返還することができない場合は、同

条例第１５条第３項及び第２３条第２項の規定に

より、当該自転車を処分する。 

令和５年５月２３日 

 江東区長  木 村 弥 生   

〔別紙省略〕 

                    

◎江東区告示第１７９号 

下記のとおり副区長の退任があった。 

令和５年５月２６日 

江東区長  木 村 弥 生 

記 

１ 副区長の退任について 

  氏   名  押田 文子 

  退任年月日  令和５年５月２５日 

                    

◎江東区告示第１８０号 

江東区副区長の担任事項（令和２年４月江東区

告示第１１７号）の全部を次のように改正する。 

令和５年５月２６日 

  江東区長  木 村 弥 生   

江東区副区長の担任事項 

副区長 担任事項 

大塚善彦 １ 政策経営部、総務部、地域振興

部、区民部、福祉部、障害福祉部、

生活支援部、健康部、こども未来

部、環境清掃部、都市整備部、土木

部及び会計管理室に関すること。 

２ 議会、教育委員会、選挙管理委員

会及び監査委員との連絡に関するこ

と。 

                    

◎江東区告示第１８３号 

 下記事件につき、令和５年第２回江東区議会定

例会を６月７日に招集する。 

令和５年５月３１日 

  江東区長  木 村 弥 生 

記 

１ 令和４年度江東区繰越明許費繰越計算書につ

いて 

２ 令和５年度江東区一般会計補正予算（第２

号） 

３ 包括外部監査契約の締結について 

４ 江東区奨学資金貸付金の返還請求に関する民

事訴訟の提起について 

５ 江東区清掃事務所改修工事請負契約 

６ 江東区立東雲図書館改修工事請負契約 

７ 江東区立明治小学校校舎その他改修工事請負

契約 

８ 江東区立明治小学校校舎その他電気設備改修

工事請負契約 

９ 江東区立明治小学校校舎その他機械設備改修

工事請負契約 

１０ 議決を得た契約の契約変更について（仙台

堀川公園改修工事（Ｂ‐５）請負契約） 

１１ 議決を得た契約の契約変更について（仙台

堀川取水ポンプ所改築工事請負契約） 

１２ 議決を得た契約の契約変更について（江東

区塩浜福祉プラザ改修工事請負契約） 

１３ 議決を得た契約の契約変更について（江東

区塩浜福祉プラザ電気設備改修工事請負契

約） 

１４ 議決を得た契約の契約変更について（江東

区塩浜福祉プラザ機械設備改修工事請負契

約） 

１５ 議決を得た契約の契約変更について（江東

区立第二大島小学校改築工事請負契約） 

１６ 議決を得た契約の契約変更について（江東

区立第二大島小学校改築電気設備工事請負契

約） 

１７ 議決を得た契約の契約変更について（江東

区立第二大島小学校改築機械設備工事請負契
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約） 

１８ 江東区特別区税条例の一部を改正する条例 

１９ 江東区保育費用徴収条例の一部を改正する

条例 

２０ 江東区営住宅条例の一部を改正する条例 

２１ 江東区高齢者住宅条例の一部を改正する条

例 

２２ 江東区立幼稚園設置条例の一部を改正する

条例 

２３ 江東区奨学資金条例 

２４ 江東区立図書館条例の一部を改正する条例 

２５ 江東区マンション等の建設に関する条例の

一部を改正する条例 

                    

◎江東区告示第１８７号 

行旅死亡人について 

下記の者は、令和５年３月１日午前９時３０分

頃、江東区青海四丁目二番先海面上にて死亡して

いるところを発見されました。遺体は身元不明の

ため火葬に付し、遺骨は保管してあります。 

心当たりの方は、当区生活支援部保護第一課ま

で申し出てください 

令和５年６月１日 

  江東区長  木 村 弥 生 

記 

１ 死亡人  本籍  不詳 

住所  不詳 

氏名  不詳 

年齢  不詳 

性別  男性 

２ 特 徴  身長約１７４センチメートル、年

齢３０から５０代くらい、両足に

白色ＣＫ製ショートソックス、緑

色エドウィン製ハイカットスニー

カー（２７センチメートル）着用 
                   

◎江東区告示第１８９号 

介護保険法第７８条の５第２項の規定により指

定地域密着型サービス事業者から事業の廃止の届

出があったので、同法第７８条の１１の規定に基

づき、下記のとおり告示する。 

令和５年６月５日 

江東区長  木 村 弥 生 

記 

１ 介護保険事業所番号 

１３９０８００５８７ 

２ 事業所の名称及び所在地 

春木舎デイサービス砂町 

東京都江東区東砂１‐６‐７ 

３ 事業者の名称、所在地及び代表者 

株式会社ファーストユニオン 

神奈川県川崎市高津区子母口７０１番地２ 

代表取締役 倉地 航 

４ 廃止年月日 

令和５年５月３１日 

５ サービスの種類 

地域密着型通所介護 

                    

◎江東区告示第１９０号 

介護保険法第７８条の２第１項の規定により指

定地域密着型サービス事業者を指定したので、同

法第７８条の１１の規定に基づき、下記のとおり

告示する。 

令和５年６月５日 

江東区長  木 村 弥 生 

記 

１ 介護保険事業所番号 

  １３９０８００６７８ 

２ 事業所の名称及び所在地 

  春木舎デイサービス砂町 

東京都江東区東砂１‐６‐７ 

３ 事業者の名称、所在地及び代表者 

  株式会社ケンシン 

   神奈川県横浜市中区本牧町１‐６６‐１ 

代表取締役 栁瀬 康孝 

４ 指定年月日 

令和５年６月１日 

５ サービスの種類 

地域密着型通所介護 

                    

◎江東区告示第１９１号 

道路法（昭和２７年法律第１８０号）第４４条

の３第１項及び第２項の規定に基づき除去及び保

管した違法放置等物件について、同法第４４条の

３第３項及び道路法施行令（昭和２７年政令第４

７９号）第１９条の６第１項の規定により、下記

のとおり告示する。 

令和５年６月５日 

江東区長  木 村 弥 生 

記 
違 法 放

置 等 物

件 の 詳

細 

種別・

数量 

金庫 ・ １基 

名称 金庫 

色 灰色 

放置されていた場

所 

江東区新木場二丁目１５番

３０号地先車道 

除去した日時 令和５年６月５日  午前 
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９時００分 

保管を始めた日時 令和５年６月５日  午前 

９時３０分 

保管した場所 江東区資材置場 

返還時に必要なも

の 

身分を確認できるもの（証

明書）及び印鑑 

当該物件の所有者等である

ことを証する書面 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

告 示 （ 教 ） 

 

◎江東区教育委員会告示第８号 

江東区文化財保護条例（昭和５５年１０月江東

区条例第３２号）第１０条第１項の規定に基づき、

下記について江東区指定文化財に指定する。 

  令和５年５月１０日 

江東区教育委員会           

教育長  本多 健一朗    

記 

新規指定 

１ 江東区指定無形文化財（生活技術） 

(1) 船大工 

江東区潮見２‐９‐１６ 佐野 龍太郎 

平成２４年１０月１０日登録 

                    

◎江東区教育委員会告示第９号 

江東区文化財保護条例（昭和５５年１０月江東

区条例第３２号）第４条第１項の規定に基づき、

下記について江東区登録文化財に指定する。 

  令和５年５月１８日 

江東区教育委員会           

教育長  本多 健一朗    

記 

新規登録 

１ 江東区登録有形民俗文化財 

(1) 貝漁及び鰻漁関連資料９点 

江東区東陽４‐１１‐２８ 江東区 

                    

◎江東区教育委員会告示第１０号 

 下記により、令和５年第５回江東区教育委員会

定例会を招集する。 

  令和５年５月２３日 

 江東区教育委員会           

教育長  本多 健一朗    

記 

１ 日時 令和５年５月２６日（金）  

午前１０時 

２ 場所 江東区役所 

３ 議題 

  日程第１ 議案第１８号 令和５年度江東区

一般会計補正予算

（第２号）に関す

る意見聴取 

  日程第２ 議案第１９号 江東区奨学資金貸

付金の返還請求に

関する民事訴訟の
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提起に関する意見

聴取 

  日程第３ 議案第２０号 江東区奨学資金条

例に関する意見聴

取 

  日程第４ 議案第２１号 江東区立明治小学

校校舎その他改修

工事請負契約に関

する意見聴取 

日程第５ 議案第２２号 江東区立明治小学

校校舎その他電気

設備改修工事請負

契約に関する意見

聴取 

  日程第６ 議案第２３号 江東区立明治小学

校校舎その他機械

設備改修工事請負

契約に関する意見

聴取 

  日程第７ 議案第２４号 議決を得た契約の

契約変更に関する

意見聴取（江東区

立第二大島小学校

改築工事） 

  日程第８ 議案第２５号 議決を得た契約の

契約変更に関する

意見聴取（江東区

立第二大島小学校

改築電気設備工

事） 

  日程第９ 議案第２６号 議決を得た契約の

契約変更に関する

意見聴取（江東区

立第二大島小学校

改築機械設備工

事） 

  日程第１０ 議案第２７号 江東区立幼稚園

設置条例の一部

を改正する条例

に関する意見聴

取 

  日程第１１ 議案第２８号 江東区立東雲図

書館改修工事請

負契約に関する

意見聴取 

  日程第１２ 議案第２９号 江東区立図書館

条例の一部を改

正する条例に関

する意見聴取 

４ 報告事項 

(1) 令和５年度江東区立中学校生徒海外短期留

学について ほか 

５ 協議事項 

(1) 江東区マンション建設計画の事前届出等に

関する条例第１０条に定める施設状況の公表

について 
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告 示 （ 選 ） 

 

◎江東区選挙管理委員会告示第２６号 

 公職選挙法（昭和２５年法律第１００号）第２

８条第４号の規定により、江東区の選挙人名簿か

ら、別紙のとおり４名を抹消した。 

令和５年６月１日 

    江東区選挙管理委員会 

〔別紙省略〕 

                    

◎江東区選挙管理委員会告示第２７号 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第７４

条第１項及び第７５条第１項並びに市町村の合併

の特例に関する法律（平成１６年法律第５９号）

第４条第１項及び第５条第１項の規定による選挙

権を有する者の総数の５０分の１の数並びに地方

自治法第７６条第１項、第８０条第１項、第８１

条第１項及び第８６条第１項並びに地方教育行政

の組織及び運営に関する法律（昭和３１年法律第

１６２号）第８条第１項の規定による選挙権を有

する者の総数の４０万を超える数の６分の１の数

と４０万の３分の１の数とを合算した数並びに市

町村の合併の特例に関する法律第４条第１１項及

び第５条第１５項の規定による選挙権を有する者

の総数の６分の１の数は、次のとおりである。 

令和５年６月１日 

    江東区選挙管理委員会 

１ 選挙権を有する者の総数の５０分の１の数 

８，５６２ 

２ 選挙権を有する者の総数の４０万を超える数

の６分の１の数と４０万の３分の１の数とを合

算した数 

１３８，０１８ 

３ 選挙権を有する者の総数の６分の１の数 

７１，３５０ 
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区 議 会 

 

◎区議会議決事項（令和５年第１回臨時会） 

５月２４日、会期１日で開会した令和５年第１

回江東区議会臨時会において、別記の事項を議決

した。 

１ 選任の同意（区長提出） 

  議案第４０号 江東区監査委員選任同意方に

ついて 

               にしがき  誠 

               鬼 頭 たつや 

（５月２４日同意） 

２ 報告（区民提出） 

  報告第１号 専決処分した事件の報告及び承

認について（令和５年度江東区

一般会計補正予算（第１号）） 

（以上５月２４日承認） 

３ 議案（議員提出） 

  議案第７号 清掃港湾・臨海部対策について

の特別委員会の設置について 

  議案第８号 交通対策推進・地下鉄８号線延

伸についての特別委員会の設置

について 

  議案第９号 高齢者支援・介護保険制度特別

委員会の廃止について 

  議案第１０号 医療・介護・高齢者支援につ

いての特別委員会の設置につ

いて 

  議案第１１号 東京都後期高齢者医療広域連

合議会議員の選挙における候

補者の推薦について 

（以上５月２４日原案可決） 

４ その他の議決事項等 

常任委員会委員の選任について 

議会運営委員会委員の選任について 

（以上５月２４日選任） 

  議長選挙     山 本 香代子（当選） 

副議長選挙    徳 永 雅 博（当選） 

（以上５月２４日選挙） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



（第 904 号）             江 東 区 公 報    令和 5 年 6 月 15日（木曜日） 
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